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JEI エシカル基準の策定によせて 

 

 
地球の環境と社会をその深刻な危機から救うことを⽬的として、 私たち有志

は、⽇本エシカル推進協議会を 2017 年に⽴ち上げました。地球の環境と社会
のあり⽅を、新しい概念であり価値観でもある「エシカル」（倫理、良⼼）を
キーワードに洗い直し、塗り替えて、地球の環境と社会が共⽣し、融け合える
不滅の共⽣⽂明圏を再構築していくことを⽬指してのことです。 
コロナ禍を経て、世の中はますます真剣に新たな社会や経済・環境のあり⽅

を模索するようになりました。もちろんその前から、地球環境は悲鳴をあげて
おり、⼈権問題や動物福祉の問題も克服すべき⼤きな社会課題となっていまし
た。そのような中、時代の要請を追い⾵にして、この度、 各分野の専⾨家の
叡智を結集し、2 年間かけて「JEI エシカル基準」を策定いたしました。 
SDGs が持続可能な地球のあり⽅を追求する壮⼤なヴィジョンであるとする

と、私たちの「JEI エシカル基準」は、そのヴィジョンを実現する上で、企業
や個⼈にとって具体的な道筋を⽰す基準となります。この基準をしっかり学ん
でいただくために、本年 10 ⽉からは「エシカル・アカデミー」開講しますの
で、基準策定にかかわった専⾨家の講義を直接受講していただくこともできま
す。 
エシカル購⼊を当たり前にし、エシカル認証などによりこれを推進し、SDGs

にも対応するエシカルな社会を実現するための知のプラットホーム
（Knowledge Platform）として、⽇本エシカル推進協議会は今後も活動を展開
して参ります。本「JEI エシカル基準」を知ることから、2030 未来への扉を開
けていただければと思います。 
 

⼀般社団法⼈ ⽇本エシカル推進協議会（JEI） 
会⻑ 中原秀樹 

 
                          



 4 

 

JEI エシカル基準について 

 
 
はじめに： 
 商品やサービス、さらにはブランドがエシカルであることを訴求する例が近
年増えてきました。エシカルを推進することを活動⽬的とする⽇本エシカル推
進協議会（以下 JEI）としてもこれは⼤変好ましいことであると歓迎しています。 
 ⼀⽅で、何がエシカルなのかについての広く合意された定義が存在しないた
め、エシカルという⾔葉が⼀⼈歩きしているように思われることも少なくあり
ません。本当はエシカルでないにも関わらずエシカルと詐称することは問題外
であり、そのような⾏為がまかり通らないようにしなくてはなりません。また、
ある側⾯においてはたしかにエシカルな配慮がなされていても、他の側⾯にお
いては⼗分な配慮がされておらず、結果的に本当にエシカルとは⾔い難いもの
がエシカルと称されている場合はあります。このような場合は故意ではないと
しても、やはりより総合的にエシカルな商品やサービスへの改善が進むことが
望まれます。 
 いずれにしろ、エシカルに関しての明確な定義や基準がない中では、何がどの
程度エシカルであるのか、またどういう点が不⼗分なのかが分かりにくく、製
造・販売する企業にとってはもちろん、購⼊する消費者にも不都合が多く⽣じま
す。 
 そこで JEI は真のエシカルとはどのような状態を指すのかを明確に⽰し、ま
た理解できるよう 2 年以上にわたって検討を⾏い、「JEI エシカル基準」を策定
しました。この検討には JEI の理事をはじめ、エシカルに関わる様々な分野の専
⾨家の⽅々に加わっていただきました。総合的にエシカルを定義し、さらにはそ
の程度を測るための基準を設けることは簡単ではなく、議論が⽩熱することも
しばしばでした。さらに、この基準策定ワーキンググループによって策定された
草案は、今年 8 ⽉から 9 ⽉にかけて 3 週間にわたりパブリックコメントを⾏い、
こちらでも多くの⽅からご意⾒をいただきました。ワーキンググループやパブ
リックコメントにご参加いただいた多くの⽅々の深い知⾒と献⾝的な貢献なし
にはこの基準は完成しませんでした。このプロセスにご参加いただいたすべて
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の⽅々に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。なお、ワーキンググルー
プにご参加いただいた⽅々のお名前は、本冊⼦の最後のページに記載してあり
ます。 
 
 
エシカル基準の狙い： 
JEI エシカル基準は、商品やサービス、あるいはブランドや企業がエシカルで

あることを総合的に確認・⽰すための基準です。つまり、⾃分たちの今の状態
（エシカル度）を⽰すための基準（モノサシ）であり、認証ではありません。し
かし、この基準を以下のルールに則って使⽤することにより、エシカル度を客観
的に⽰すことができます。 
もちろん、エシカルに関連するいくつかの分野や原材料については第三者認証

制度も存在しています。しかし、こうした認証制度は⼀般に特定の分野について
のみのものであり、エシカルという広い概念全体をカバーできるものではあり
ません。また、厳密であるがゆえに専⾨性が⾼く、取得や維持には多額の費⽤が
かかり、⼩規模な事業者にとっては利⽤が難しいものになっています。JEI エシ
カル基準はこうした既存の認証制度の⽳を埋めるべく、広い範囲をカバーし、誰
でも簡単に利⽤が可能で、かつ客観性があるものを⽬指しました。したがって、
これまで認証制度を使うことは難しかった中⼩企業や地域企業、⼩規模な組織、
⾃治体などに特に利⽤していただきたいと考えています。既に第三者認証を活
⽤している⼤企業の場合でも、複数分野にまたがった活動をカバーし、総合的に
エシカルであることを⽰すためには、本基準を専⾨的な第三者認証と併⽤する
意味が⼗分にあると考えます。 
 
 
エシカル基準の構造： 
JEI エシカル基準では８つの分野（⼤項⽬）について、それぞれ 4〜7 つの課題

（中項⽬）があり、全体で 43 の項⽬から構成されています。 
 
エシカルであること、あるいはその状態（エシカル度）を⽰すために、原則と

してこの 43 の中項⽬すべてについて、それぞれの基準に照らし合わせ⾃分たち
のレベルを評価することになります。現在どのレベルにあるかは使⽤者による
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⾃⼰評価ですが、対外的にその評価を⽰す際には、たしかにそのレベルに達して
いることを客観的に⽰すエビデンスを⽤意し、求められた場合には開⽰する必
要があります。 
 
8 つの分野は以下の通りです。 

8 分野（⼤項⽬）： 
1. ⾃然環境を守っている (7) 
2. ⼈権を尊重している (5) 
3. 消費者を尊重している (4) 
4. 動物の福祉・権利を守っている (6) 
5. 製品・サービスの情報開⽰をしている (5) 
6. 事業を⾏っている地域社会に配慮・貢献している (5) 
7. 適正な経営を⾏っている (7) 
8. サプライヤーやステークホルダーと積極的に協働している (4) 
※それぞれのカッコの中にあるのは中項⽬の項⽬数です。中項⽬の詳細は基準
をご参照ください。 
 
 
課題・配慮項⽬（中項⽬）のレベルについて： 
中項⽬はそれぞれの分野における主要な課題・配慮項⽬となっており、A+、A、

B、C、D の 5 レベルから構成され、その商品やサービス、あるいはブランドな
どがどのレベルにあるかを⽰せるようになっています。 
D はまだその課題について未着⼿な状態です。C は準備を進めているレベルで

あり、B は部分的に⾏動している状態です。そして A は組織的に⾏動して成果
を出している状態となります。なおいずれのレベルも、それより下のレベルに書
かれていることはすべてできていることが前提となります。 
JEI は、あらゆる規模の企業（組織、以下同じ）はまず A のレベルを⽬指すこ

とを推奨し、A に達していればその中項⽬についてはエシカルな配慮ができて
いると考えます。ただし、⼤企業の場合には A ではなく、A+を⽬指すことが推
奨されます。 
なお、A+を超えて、世界的に⾒て最先端のレベルと考えられる活動や状態を S

としています。これは必ずしもすべての企業が⽬指すべきものではありません
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が、参考として⽰してあります。 
業種によってはある課題がまったく関係しないという場合もあり得ます。そ

のような場合には、N.A.（該当しない）を選択することができますが、その場合
には必ずその理由を説明することが求められます。 
 
 
点数化について： 
S を 100 点、A+を 80 点、A を 60 点、B を 40 点、C を 20 点、D を 0 点とす

ることで、それぞれの課題（中項⽬）への取り組み状態を点数として⽰すことが
できます。 
また、⼤項⽬ごとに中項⽬のそれぞれの点数の平均を取ることにより、⼤項⽬

の点数を計算することができます。もし N.A.の項⽬がある場合には、その項⽬
は平均点の計算には含めません。 
⼤項⽬の点数のいずれもが 60 点以上であれば、おおむね「エシカル」と⾔え

ると考えていますが、これらについては今後さらに詳細に検討し、決定した段階
でご案内します。 
 
 

JEI エシカル基準策定担当理事 
⾜⽴直樹 
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0� ȸǝŢeJ\�

�
�

3 Żȗŝ`ǅŬ;G.\�
3.1 ŻȗŝLǋ;GƦȅJ\ǋ´`;G.\�

�� Żȗŝȭğ�E�LÚ=\ke��e�`Ƒƍ=\�E}d�oj���EeJ\�
- � ƼĤLÞ?w]A£ĐCƅȮ3Ć¯ƹLVïɇ9]AƳŜǪLȿǐÂĉ`Ɛ\ņƷpLKDG.\�
-� ŻȗŝM£ĐCɎȲ`ŤSȠS\ƼĤ`ƨǚObġÇ;AƠśLǋ´;G.\�
.� ŻȗŝLǋ=\ƦȅJ\ǋ´Lb.GŜȂƦȅŝ`ƨǚ;G.\�
�� ŻȗŝLǋ=\ƦȅJ\ǋ´Lb.GŜȂó«`ĬKDG.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
3.2 ŻȗŝMĎɓ`šDG.\�

�� VDIVĔ;.ȰɖWãűLūDGo�E��LǾ¬ÝűeŻȗŝMĎɓ`šDG.\�
- � ȶ¬ŻȗŝMĎɓ3šw]KODAƃıLNAȖÊëĺ`ÍśLĬDG.\�
-� ŻȗŝMĎɓ`š\ȯƎ`œCA@MŠ[Ʒpśƥ`ȵȇġÇ;G.\�
.� ŻȗŝMĎɓ`š\ȯƎ`œDG.\�
�� ŻȗŝMĎɓLÚ_\Ȱɖ`šDG.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
3.3 ŻȗŝM Ƴ`Ŭŏ;G.\�

�� VDIVĔ;.ȰɖWãűLūDGo�E��LǾ¬ÝűeŻȗŝM Ƴ`Íȭ;G.\�
- � ȶ¬ŻȗŝM Ƴ3ǆK_]AƃıLNAȖÊëĺ`ÍśLĬDG.\�
-� ŻȗŝM Ƴ`Ŭŏ=\ȯƎ`œCA@MŠ[Ʒpśƥ`ȵȇġÇ;G.\�
.� ŻȗŝM Ƴ`Ŭŏ=\ȯƎ`œDG.\�
�� ŻȗŝM ƳLÚ_\Ȱɖ`šDG.\�
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0� ȸǝŢeJ\�
�

3.4 ĚƏƅȮ`ȭğ;G.\�

�� n{lEɓɍA~�{l�oêOxEp|d�oħĲLb.GAŻȗŝMƅȮq�~�E�Ď`ǅŬ=�
\ŠƷ`śŌ;G.\�

- � Œě3ȐƝ;K.YLLŪȦLȍɛ`=\IǾŔLAȶ¬Œě3æ4AƃıLNȖÊëĺ`ÍśLĬ�
KDG.\�

-� ĚƏƅȮMȭğLÚ=\ȰɖIke��e�)��e�sE�EnMŠǿǷGLūDAȯƎ`œCAś�
Ư;G.\�

.� ĚƏƅȮȭğLÚ=\ȯƎ`œCAśƯ;G.\�
�� ĚƏƅȮȭğMŬɎƘ`ŜȂeïɇ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
�

4 ǽȥMȤŎCĎɓ`šDG.\�
4.1 ǫƜKƝł¿ǩ`ĆAǜłȥCƒłȥ`ɓɍ;G.\�

�� ŨɃǪǜłAŨɃǪƒłWúǤ`ȑLÓĬ`Ň_K.ȯƎ`œCAśĬ;G.\�
- � ŨɃǪǜłAŨɃǪƒłWúǤ`ȑLÓĬ`ĕw=ȯƎ`œCA¦Ĭàę`ǦUAƍɪ`ġÇ;G.\�
-� Ĩǂő«`Ĭ_K.ȯƎ`œCA¦Ĭàę`ĉUGġÇ;G.\�
.� ēļɝLb.Gc���fg��gcM�bMŘɈ`ȷA=ȯƎ`ĿǦ;G.\�
�� ǠǑ=\ǜłȥCƒłȥMƝł¿ǩ`Ȋ�;AǫƜ¶=\AUMȯƎcR[LǝŢ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
4.2 ǜłȥCƒłȥ`œǄºȉKŐĖɞMȓ¢eɓɍ;G.\�

�� şLƈȥƘēļɝ`ɓɍ;AǜłȥCƒłȥMɓɍNĸŹęL;G.\�

- � œǄºȉKŐĖɞ`ǡ0Gɓɍ;K.ȯƎIƈȥƘēļɝPM¦ĬȽțIàę`œCAƍɪ`ġÇ;G�
.\�

-� ǭƲMƝ4ȥNVC^aA@MőɝWǴǙɓɍ`ÛUAœǄºȉKŐĖɞMȓ¢Ȃeɓɍ=\ȯƎ`œ�
CA¦Ĭàę`ġÇ;G.\�

.� ƈȥƘēļɝPM¦ĬPMŠ[Ʒp`ĬDG.\�
�� ēļɝNYO@]LÚ_\őɝCǴǙɓɍǷ3œǄºȉeJ\O`ǠĶ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
4.3 ǽȥśđ`Ĭ_K.)©ɄȦɁ`ŷRG�

�� ǽȥśđ`ĬDAēļɝ`ɓɍ;K.8I`ŜÁƳǊLħUG.\�
- � ǽȥśđ`ĬDAēļɝ`ēǁI;Gɓɍ;K.ȯƎ`œCAśĬ;G.\�
-� r��ezgE�IðǼ;GA¶žȞIƊȞMēļɝLb.Gǽȥśđ`Ĭ_K.ȯƎ`ǫɍ;G.\�
.� ¶žȞIƊȞLb.GǽȥśđNĬ_K.ȯƎ`œCAśĬ;G.\�
�� ǎǍȰ3J\śđN=QG¦ĬĺpeJ[A¼ÏǪKke��e�Lū.Aǽȥśđ`ľĕ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
4.4 Š®3Ɩę9]G.\ǽȥNYOƌǊM¬ȣMȏȎWɓɍNĬ_K.�

�� ɁƝƝȥȭƳM×ǯOwAȭƳMȚɎKǽȥNYOƌǊM¬ȣMŠ®Õɔ`Ǭǧ;G.\�
- � Š®ƬIðǼ;A���EzgE�LVǾɌMȯƎ`ǫɍ;G.\�

-� �s�~�ƆɃNYOĳȂȰeƖę9]G.\ǽȥNYO@MƌǊM¬ȣN¬Ƨ�_K.ȯƎ3J[A�
ƄŔÍȆ;G.\�

.� ƆɃWȰɖǷL¨Ȓ;K.ȓ¢eɓɍ=\ƃıLN~�Er��|d`ÍȆ;G.\�

�� ǽȥNYO@MƌǊM¬ȣMŠ®`ãƖ;G.\�s�~�ƆɃNYOĳȂȰLb.GŜȂeĀȐ;G�
.\�

0� ȸǝŢeJ\�
�

4.5 ǽȥƘēļɝMŇɍ`ȘSG.\)�b{s��G�
�� ǽȥƘēļɝ`Ň_K.ȯƎ`œCA@MȯƎ`ġÇ;G.\�
- � ǽȥƘēļɝ`ƋãLǠǑ;K.ȯƎ`œCA¦Ĭàę`ǦUŠ[Ʒp`ňUG.\�
-� ǽȥƘēļɝMľĕȽț`œCAŠ[Ʒp`ňUG.\�
.� ȼȕWŅĴKĦǩ`ĆAƶļNɓɍ;K.8I`ȜȺ;G.\�
�� ǽȥƘēļɝMƝłĦǩ`Ȋ�`;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
4.6 Ɲ4AǽȥMȏȎCǮŖǷeMɓɍ`ȘSG.\�

�� ÷ÆIðǼ;GAƝ4AǽȥMȏȎCǮŖǷeMɓɍ`Ĭ_K.8I`Ƒƍ;G.\�
- � r��ezgE�IðǼ;GAƝ4AǽȥMȏȎCǮŖǷeMɓɍLÚ_wK.8I`Ǭǧ;G.\�

-� ÁƃǨîWðń`ÛUƝ4AǽȥMǮŖWAc���fg��gcLȍɛ9]G.K.ħĲC���E�
s��`Ĭ_K.ȯƎ`œCAśĬ;G.\�

.� ÁƃǨîWðń`ÛUAƝ4AǽȥMȏȎ`Ĭ_K.ȯƎ`œCAśĬ;G.\�

�� Ɲ4Aǽȥ`ɓɍ=\ƃıAc���fg��gcM�bMŘɈ`ǔȭ;AoAǔȭ9]G.\ő«ƃ�
Ow4G.\8I`ÍȆ;G.\�

0� ȸǝŢeJ\�
�
�
�

�
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5 ����ƟȞCrE�uMƅȮÇŖ`;G.\�

5.1 hsj�eJ\ǷMşǟ`=\ĻLNɕȠSƅȮ)h�}�uG`Ŗ;G.\�
�� Ǐŀŝ3h�}�u`ÍȆ;AǉǶƘLb.Gȝ¸CčǹCÄƱǷ3ǦàǪLśŌ9]G.\�
- � Ǐŀŝ3ÍȆ;Ah�}�u`ÇŖ;G.\�

-� h�}�u`ÇŖ=\ȯƎ`œCAśĻL#=�ǷeǒV3ɋ¤Lh�}�uLcnvue4\YLġÇ�
;G.\�

.� şɎKēļɝMh�}�u`ÇŖ;G.\�
�� ÇŖLĥSGh�}�uMťŨ`ňUG.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
5.2 ºȉKƃıLNȆſ`Šǿ;G.\�

�� ȆſƖǳ3ħ3\YLLAƖǳ`ĽDA[AÔñ`ƛ0G.\�
- � r��e�E3ȆſŠǿ=\8I`ŋ²;G.\�
-� şɎKēɝI��vuLb.GɓɍºȉKȆſ3J\ƃıLNŠǿ;G.\�
.� ɓɍºȉKȆſ3J\ƃıNAǖÈǪLŠǿLǲUG.\�
�� ɓɍºȉKȆſLb.GǠĶ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
5.3 r��ezgE�`ǻȺ¶;A~�Er��|dE`Íȭ;G.\�

�� şɎKēɝLb.GAĸƂəoe~�Er��|d`Íȭ;AġÇ;G.\�
- � şɎKēɝLb.GAĸƂəoe~�Er��|d`Íȭ;G.\�

-� şɎKēɝLb.GA~�Er��|d`Íȭ=\ȯƎ`œCA
ȇ¡ȂLÍȭ=\ûǊǪKĈÀ`ɘ�
GG.\�

.� ¬ȣMēɝLb.GA~�Er��|d`Íȭ;G.\�
�� ¬ȣMēɝLb.GA~�Er��|d`Íȭ=\űș`ňUG.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
5.4 ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊMÔñIŜÁPM°ö`Ȋ�;G.\�

�� ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊMÔñIŜÁPM°ö`ÄƱ=\AULA��x��oCsu|�Ƿ�
`u|En��yEIðǼ;GĪǛ;G.\�

- � ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊeÔñIŜÁPM°öMɜȯ`ǏŀŝIïLȊ�;G.\�
-� ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊeÔñIŜÁPM°öMɜȯ`Ȋ�;G.\�

.� ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊeÔñIŜÁPM°öMɜȯ`Ȋ�=\AUMņƷpcR[`ňUG�
.\�

�� ŘŜNYOr��ezgE�ƳǊeÔñIŜÁPM°öMɜȯ`Ȋ�=\ȚɎƘ`ŜȂLĀȐ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
5.5 ƟȞCrE�uLÚ;GǫŔCǫƜLƅȮÇŖ`Ĭ.AƪȺƦȅ`½A;G.\�

�� ƅȮNġÇ;AȇL%ǳNĩƋ=\IïLAĚȪMƅȮLViE��Kcnvu3ºȉeJ\�
- � ƅȮ`ȇL%ǳNĩƋ;GġÇ=\IïLAƪȺ`ìUw]AƃıLNƪȺƦȅ`½A;G.\�
-� ƅȮ`ġÇ=\ȯƎ`œCA@MƅȮ`#=�eġÇ;ȇL%ǳNĩƋ;G.\�
.� ƪȺ`ìUw]AƃıLNAȰɖeìUw]K.VMeVƅȮ`ÇŖ;G.\�
�� ƅȮMÇŖȯƎ`ĿǦǞeJ\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
�

6 Œ÷`ĬDG.\ǙªŜÁLȍɛCĮď;G.\�
6.1 ǙªMȨ¶IǰǸ`ǅŬ;G.\�

�� Œ÷`ĬLǙªNYOşɎKēļɝ`Ɲł=\ǙªMȨ¶AǰǸ`ǅŬ;AŒ÷39wL@]w`ò¶�
=\8ILɂɘDG.\�

- � Œ÷`ĬLǙªBSeKRAşɎKēļɝ`Ɲł=\ǙªMȨ¶IǰǸ`ɔÂ;ǅŬ;G.\)ȀLÅ�
ÉeNƬũȹǃI@MǴǙG�

-� Œ÷`ĬLǙªAşɎKēļɝ`Ɲł=\ǙªLN.GAȨ¶IǰǸLÚ;GũȹIMǋɦ`Ŭa<G�
.\�

.� Œ÷`ĬLǙªJ\.NşɎKēļɝ`Ɲł=\ǙªM.>]OLN.GA@MȨ¶IǰǸ`ǅŬ;A�
Ñǽ`ĬKDG.\�

�� Œ÷`ĬLǙªJ\.NşɎKēļɝ`Ɲł=\ǙªM.>]OLN.GA@MȨ¶IǰǸ`Ïae.�
\�

0� ȸǝŢeJ\�
�

6.2 Œ÷`ĬDG.\ǙªOwMĜɍ`Ƒƍ;G.\�
�� ɌDKu|En��yEIðǼ;GǙªMƏļM«ƙCȉɟò¶`Ƒƍ;G.\�
- � ǙªMƏļM«ƙCȉɟò¶Lɟ`Ȅ]G.\�
-� ɆƬɧ`ƨSGǙªMƏD`ÒȣLǱɍ;G.\�
.� ɆƬɧ`ƨSGǙªMƏD`Ĺɍ;G.\�
�� ǙªMƏDMĜɍ`ƿW;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
6.3 Œ÷`ĬDG.\ǙªOwMǠǑ`Ƒƍ;G.\�

�� =QGMēļɝ`ǙªOwǠǑe4\YLAǙªeMēļɝƝłLVðɟ;G.\�
- � =QGMēļɝLb.GAe4\ę[ǙªOwǠǑ;G.\�
-� şɎKēļɝNAÝȴǪLǙªOwǠǑ;G.\�
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.� ēļɝMLCAǙªOwǠǑ=\VM`ƿW;G.\�
�� JMYLKēļɝ`ǙªOwǠǑe4\OǠĶ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�

6.4 ǙªeMƝł`Ƒƍ;G.\�
�� Ǚª`ȐǮ9?\AULƝł`õ;AǈɌKƝł`ĬL8IeǙªĆĺMò¶LĮďL;G.\�
- � ǓŲKƝłC¹ĦLIJU>AǙªeMȠ¹¸ǗMƸǀ`ƿW;G.\�
-� ǙªMĆĺȐǮLÞɊ=\8I`ȽŊ;AǙªeœǄǪKƝł`ò¶;G.\�
.� ǙªeœǄǪLƝł`ĬLȯƎ`œDG.\�
�� ǙªeMƝł`§œ;G4G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
6.5 ǙªM¾ǐÂĉLĮď;G.\�

�� ǙªŜÁM¾ǐÂĉLN.GAu|En��yEIMɡĄ`ɗƬ;GĬK.AǈRMȿǐ`Âĉ;G.�
\�

- � ǙªŜÁM¾ǐÂĉLJADGA�EyEs{�`Ȑß;G.\�

-� ǙªŜÁM¬I;G¾ǐÂĉLŁ¹=\ȯƎ`œCAǦàǪKǙªŜÁIMǋɦMÝL¾ǐÂĉLŠ�
[Ʒae.\�

.� ǙªŜÁM¾ǐ`Ȋ�;A¾ǐÂĉLŁ¹;G.\�
�� ǙªŜÁPMŜÁĮďÑǽ`.RbOĬDG.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
�

7 ǫƜKĆ¯`ĬDG.\�
7.1 ŘŜMhsj�¶`Ƒƍ;G.\�

�� hsj�KŜÁ`Ľ\8I3Œ÷MȽǪeA=QGMŒ÷3@8LĥODG.\�
- � ŜƕǷ3hsj�eA@]L@DAĆ¯`ĬKDG.\�
-� hsj�KĆ¯`ĬLÝȴȯƎ`ǦUAȴhsj�ÝűLżw;ı_?Gƍɪ`ǦàǪLÍȆ;G.\�
.� hsj�KŸȞWrE�u`Ǩî=\BSeKRAƳŜǪLhsj�`ȽŊ@LI;G.\�
�� =QGeNK.3A¬ȣehsj�KŸȞWrE�u`Ǩî;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
7.2 ġ±ǥȮŝ`ȭğ;G.\�

�� Ć¯3ɗƬ;GȟƜ`ĐǺ9K.8I`ƭĘ;AJwX\ȿǐ3ŜȂeiE��LéɤAÂĉ9]G.�
\�

- � ȁɘƘMİ.ȂȣǥȮƼĤ`œCA¿í�ȇÙǥȮŝMȟɓ±NƝ<GNw>AȿǐNǫƧLÂĉ9]�
A8I3ġÇ9]G.\�

-� ġ±ǥȮŝȭğȰ`ųš;A@]L³DAȭğƖǳ3J[A¿í
ȇÙMƓǗ3ġÇ9]GN[AǥȮ�
ŝMȟɓ±NƝ<G.K.�

.� ȭğƖǳNJ\3AǥǘČƓǷ3ġÇ9]G.K.�
�� ġ±ǥȮŝ`ȭğ=\ȚɎ`ŜȂLŦǘ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
7.3 ȧƺWȱɟMŶǢL¹ǔ;K.�

�� ȧƺIȱɟMK.ȩɥKŜÁ`ĪǛ=\AULA�t�u`ǥ<GƤøǪKĮď`½A;G.\�
- � Ċ½ǪeJDGVAȧƺWȱɟMŶǢL¹ǔ=\YLK�t�uNĬDG.K.�

-� ýŒƚĎWȢƾƗɟAoA@]wLbK3[3J\ƷƉIMŠ®NĬ_K.ȯƎ3J[AŠ®MŒśV�
K.)ȧƺįȥMȟŇɍǷG�

.� r��ezgE�LN.GȧƺWȱɟPM¹ǔ3K.YLÍȆ;G.\�
�� ŘȦAC3ȧƺWȱɟMŶǢL¹ǔ;K.YLÍȆ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
7.4 ŘŜLIDGMŬɎ¾ǐ),�|�c�|dG`ȀǦ;A¾ǐÂĉLŠ[Ʒae.\�

�� ȸǦè�
- � ŜÉMu|En��yEIŬɎ¾ǐ`ȀǦ;A@MÂĉMAULðǼ;G.\�
-� Ʈɀ»`ÛTŜÉMu|En��yEI¬ŵLŬɎ¾ǐ`ȀǦ;AġÇ;G.\�
.� ŬɎ¾ǐ`ȀǦ;AġÇ;G.\�
�� ŬɎ¾ǐ`ȀǦ;G.\ĸǞeJ\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
7.5 ƚŕÚɊ)ÞȠC��Ee�oG`ĬLĻLNǫƜLĬ.A@MƅȮNÇŖ=\�

�� ƚŕLǼ4OSK3wAŜÁMhsj�ȫÎ`�E�;G.\�
- � hsj�LŜÁ3ȫÎ=\YLAƤøǪLƚĿǨĘ`ĬDG.\�
-� ƚŕPMÚɊ`ǫƜLĬLȯƎ3J[A=QGMÑǽ`ÇŖ;G.\�
.� ƚŕPMÚɊN=QGÇŖ;G.\�
�� ƚŕPMÞȠN=QGÇŖ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�
7.6 ȈơNǫƜLĬ.Aɓ±`ŜÁLØĒ;G.\�

�� Ȉơ`ǫƜLĬ.AȏƂM%H¡Ƃ`ÞȠǷeŜÁLØĒ;G.\�
- � ƵơÃȘ`ç_]\YLKĬ¥NĬ_>AìUw]AĻLNƪȺ`;G.\�
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-� ǫƜLȈơ;G.\@MǇLVAɓ±`ŜÁLØĒ=\ȯƎ`œCśĬ;G.\�
.� ǫƜLȈơ;AǦàǪKÞȠVĬDG.\�
�� ǫƜLȈơ;G.\�
0� ȸǝŢeJ\�

�

7.7 ƏļMǈɌƘ)ye�Es|dG`İU\Ć¯`ĬKDG.\�
�� =QGMƏļLNS\ǈɌƘ`Íȭ=\ȯƎ3J[Aśė;G.\�
- � ǞÌƏļLNS\ǈɌƘ`Íȭ=\ȯƎ3J[Aśė;G.\�
-� Ć¯ƹLNS\ǈɌƘ`Íȭ=\ȯƎ3J[Aśė;G.\�
.� ǦɞǪKȽț`ƨǦ;AƑƍMAUMņƷp`œDG.\�
�� ƏļMǈɌƘ`Ƒƍ;G.\�
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JEI エシカル基準解説 

 
エシカル基準の背景となる考え⽅やその背景、また専⾨的な⽤語について解説
します。基準の内容がわかりにくい場合はもちろんですが、まずこの解説を読ん
でから基準をお読みいただくと、何が、なぜ求められているかが理解しやすくな
るでしょう。 
 
 なお全体に関わることとして、エシカルと SDGs の各⽬標の関係ですが、両
者 は 重 な り あ う と こ ろ が 多 く あ り ま す 。 SDGs は 持 続 可 能 な 開 発 ⽬ 標
（Sustainable Development Goals)という名前が⽰すように、私たちの社会を持
続可能なものに発展させるために必要な⽬標です。⼀⽅でエシカルは、持続可能
性はもちろん包含しながら、さらに広く、そして何よりも具体的であり、特に⼈
や⽣きものの命と権利を⼤切に扱う視点を持つことが特徴と⾔えます。物質的
な持続可能性の条件にとどまらず、より個々の⼈の気持ちに寄り添ったものと
⾔ってもいいでしょう。 
 したがって、エシカル基準の項⽬のいくつかは SDGs の⽬標にほぼそのまま
当てはまりますが、SDGs には存在しないものやきれいに 1 対 1 では対応しな
いものも多くあります。ですので、エシカル基準と SDGs の対応はあえて明⽰
していません。けれども、両者が多くの部分で重なり、同じ⽅向性を持っている
ことは間違いありません。 
 
 それぞれの項⽬の解説は、それぞれの基準の作成を中⼼的に担当した⽅が執
筆しています。基準策定にかかったメンバーで相互レビューはしていますが、こ
の解説が JEI の考え⽅を公式に表明するものではありませんのでどうぞご注意
ください。 
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1 ⾃然環境を守っている 

 エシカルであるためには、地域と地球の環境を保全することが必要ですが、ここでは両

者を⾃然環境としてまとめ、特に重要な配慮事項について適切な対応をしていることを求

めています。  

1.1    気候変動を緩和するとともに、適応も図っている（社内） 

 ⼈間活動による温室効果ガス（GHG)の排出量が増加するにつれ、気温上昇を含め、気候

システムが急激に変化しており、最近では気候危機とも呼ばれています。こうした気候変動

を「緩和」するためには、まず GHG の排出量を計画的に削減する必要があります。2015

年 12 ⽉に国際的に合意されたパリ協定に従い、少なくとも⾃社から排出する GHG につい

ては 2050 年までにはカーボンニュートラルを⽬指すことを公表し、そのために省エネだけ

でなく、再⽣可能エネルギーへの切り替えも進める必要があります。また、気候危機の影響

はすでに顕在化していますし、今後さらに影響が⼤きくなると予想されています。したがっ

て、これに対する「適応」策を考え、実施していくことも必要です。 

⽤語： 

・Scope 1, 2, 3 − GHG を削減するにあたり、事業活動のどの範囲で GHG が排出されて

いるかを把握する必要があります。それを通常、以下のような 3 つの範囲（Scope）に分け

ています。 

 Scope 1 − ⾃社の事業活動による GHG の直接排出(燃料の燃焼、⼯業プロセス等) 

 Scope 2 − 供給された電気、熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出（購買電⼒など） 

 Scope 3 − Scope1、Scope2 以外のすべての間接排出(サプライチェーンなど事業活動に

関連する他社の排出、通勤、出張等) 

・緩和と適応 − 気候変動の対策としては、原因となっている GHG の排出削減や植林など

による吸収といった緩和（mitigation）と、気候変動が⽣態系や社会・経済活動に与える影

響、特に悪影響を軽減する適応（adaptation）とがあります。事業活動と社会を持続可能に

するためには両⽅とも必要です。 

・GHG − 温室効果ガス（Greenhouse Gas) ：気候変動の原因となることが判明している

物質。京都議定書では、⼆酸化炭素、メタン、⼀酸化⼆窒素、ハイドロフルオロカーボン、
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パーフルオロカーボン、六フッ化硫⻩の 6 物質を指定しています。 

・シナリオ分析 − 気候変動による影響、それらに対する政策動向による事業環境の変化等

による影響を予想し、⾃社の事業や経営にどのような影響を及ぼしうるかを検討するため

の⼿法です。将来の影響を考えるので、いくつか異なるシナリオ（仮定）を⽤意して、その

シナリオのように進んだ場合の影響を検討することから、シナリオ分析と呼ばれます。 

・エネルギーシフト − 事業活動、社会活動、⽣活などで使⽤されている電気や熱源を、化

⽯燃料から GHG 排出のより少ない再⽣可能エネルギーに転換することをいいます。 

                                                               

1.2 バリューチェーンで GHG の排出を減らしている（製品・サービス）        
  

 気候変動の緩和のためには、⾃社の事業活動よる GHG の排出を削減するだけでなく、

バリューチェーン全体、すなわち事業の上流と下流の双⽅で取り組む必要があります。なぜ

ならば、⼀般にサプライチェーンでの排出量は、事業活動単独の排出量より⼤きいことが知

られています。また、⾃動⾞や電気製品、建物など、製造時よりも使⽤時の排出量の⽅が⼤

きい場合には、それを削減するような設計が重要であり、⼒を⼊れる必要があるからです。 

⽤語： 

・サプライチェーン − 本基準では、⾃社の事業活動に必要な製品・半製品、原材料、サー

ビス等を供給する上流側（サプライ側）をサプライチェーンと呼んでいます。 

・バリューチェーン − 上流（サプライ側）、および製品の使⽤や使⽤後の廃棄など下流側

を含めた事業活動全体を指します。 

・実質ゼロ ‒ ⼀般には、GHG の排出量と森林等の吸収源による除去とで差し引きゼロに

すること。本基準では、事業活動における⼀定期間内の GHG の排出において、再⽣可能エ

ネルギーやカーボン・クレジットの活⽤などにより、GHG 排出は差し引きゼロとなること

を指します。 
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1.3 ⽔を持続可能な形で利⽤している 

 淡⽔はもともと限られた共有の資源で⼤切に使う必要がありますが、⼈⼝の増加と気候

変動の進⾏等により既に世界的に逼迫していて、今後さらに需給は厳しくなることが予測

されています。農業を含めたあらゆる事業活動で、原料としての⽔はもちろん、製造⼯程な

どで⼤量の⽔が使⽤されています。⼈間を含めたあらゆる⽣物の⽣存にとって必須の資源

である⽔を持続可能に使⽤していくためには、節⽔だけでなく、⽔源の涵養まで⾏うことが

求められています。 

⽤語： 

・循環利⽤ − ⼀度使⽤した⽔を繰り返し使⽤して、⽔の新規投⼊量を減らすこと。 

・⽔源の涵養 − ⾬⽔や湧出する⽔の貯蓄（供給）量を保全（増やす）することで、具体的

には森林、⽔⽥・河川・湿地帯・地下⽔帯の保全、貯⽔池、⾬⽔浸透ます等の設置などが挙

げられます。 

                                                                  
  

1.4 新たに投⼊する資源を最⼩にし、資源を保全している 

 新たな資源を投⼊するためには、鉱⼭開発など、⾃然環境と地域社会に⾮常に影響が⼤

きい活動を続ける必要があります。こうした負荷を最⼩にするために、既に市中にある資源

を再⽣するなどして、新規資源の投⼊を減らす必要があります。 

⽤語： 

・アップサイクル − 使⽤済みとなった製品や原材料を、別の⽤途に使⽤したり、価値ある

モノに作り変えること。単なるリユースやリサイクルを超えて、付加価値を⾼める再利⽤の

仕⽅をすること。 

・未利⽤資源 − 従来の経済活動では廃棄され、使⽤されてこなかった資源。物質だけでな

くエネルギーも含めます。これを活⽤することで、資源の有効利⽤を図ることができます。 

・サーキュラーエコノミー  − 循環経済とも訳され、従来の「⼤量⽣産・⼤量消費・⼤量

廃棄」のリニアな経済（線形経済）に代わり、製品と資源の価値を可能な限り⻑く保全・維
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持し、廃棄物の発⽣を最⼩化した経済活動を指します。 

・3R − 3R は Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の３

つのＲの総称です。Reduce（リデュース）は、製品をつくる時に使う資源の量を少なくす

ることや廃棄物の発⽣を少なくすること、Reuse（リユース）は、使⽤済製品やその部品等

を繰り返し使⽤すること、Recycle（リサイクル）は、廃棄物等を原材料やエネルギー源と

して有効利⽤することうを意味しており、この順番で優先することが望まれます。 

                                                                              
  

1.7 ⽣物多様性を保全している 

 多様な⽣物とそれらが⽣活する⼤気・⽔・⼟壌などの環境要素を合わせたものを⽣態系

と呼びます。⽣態系は多種多様な⽣物が⽣きる環境そのものであるだけでなく、⽣態系が提

供する様々な機能である⽣態系サービスが、経済活動を含めた⼈間活動全体を⽀えている

ことが知られています。 

 ⽣態系が健全であるためには、それを構成する⽣物多様性が健全でなくてはなりません。

したがって、⽣態系サービスに依存する経済活動が持続し、⼈間が⽣存し続けるためにも、

⽣物多様性を保全する必要があるのです。特に⼀度絶滅した⽣物種は⼆度と蘇らせること

ができないことには注意が必要で、絶滅危惧種の保全にはより留意する必要があります。 

 企業活動のうち、原材料の調達が⽣物多様性に悪影響を与えることが⼤きいことから、企

業が⽣物多様性を保全する⽅法の⼀つとして、国際的に広く受け⼊れられている原材料認

証を活⽤することが挙げられます（5.2 も参照）。 

⽤語： 

・⽣態系サービス − ⽣態系が提供するさまざまな機能をいいます。⼤きく、提供サービス

（⾷料、燃料、⽔などの供給）、調整サービス（授粉、気候調整、⼟壌流失の防⽌等）、精神

的サービス（宗教、⽂化、芸術、レクリエーション等）が挙げられます。 

・⽣物多様性 − ⽣物種、遺伝⼦、⽣態系の 3 つのレベルにおける多様性をあわせて⽣物多

様性と呼びます。それぞれが相互に依存しており、どのレベルの多様性が失われても、他の

レベルの多様性が影響を受けることから、3 つのレベルすべての多様性を維持することが必

要とされます。 
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・保護と保全 − ⽣物（種）や⽣態系を「守る」には、厳密には⼆つの異なったやり⽅があ

ります。⼈間がまったく⼿をつけないことで守るのが保護で、利⽤するけれども、持続する

ような形での利⽤にとどめることで守るのが保全です。  

・絶滅危惧種 − 現在の状態が続けば、絶滅する恐れがあると考えられる⽣物種。国際的に

は国際⾃然保護連盟（IUCN）が特定し、公表しています。 

・代表的な原材料認証の規格 −  

FSC（Forest Stewardship Council）による⽊材・紙等に関する森林認証；https://jp.fsc.org/jp-

jp/2-new/2-1 

MSC （ Marine Stewardship Council ） に よ る 天 然 ⽔ 産 資 源 に 関 す る 認 証 ；

https://www.msc.org/jp/what-we-are-doing/thisiswildJP 

RSPO （ Roundtable on Sustainable Palm Oil ） に よ る パ ー ム 油 に 関 す る 認 証 ；

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html 

 

 

解説執筆者：⽩⿃和彦、⻄原智昭 

 

 

 

 

２．⼈権を尊重し、その実現を推進している  

 企業活動のグローバル化に伴って競争が激化し、⽣き残りや利潤追求のために低賃⾦・

⻑時間労働や児童労働、強制労働といった基本的⼈権に関わる問題が深刻化したことで、企

業活動が⼈権に及ぼす影響に対する関⼼や批判が⾼まっています。企業は国の内外を問わ

ず⼈権を尊重するとともに、⼈権がよりよく充⾜・実現されるよう⾏動することが要請され

ています。 

・基本的⼈権 − ⼈が尊厳をもって扱われる権利、ないし⾃由に⼈間らしく⽣きることので

きる権利のこと。⼈が誰でも⽣まれながらにして持っていて、いつ、どこででも同じように
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認められる普遍的な権利で、あらゆる⼈権は国や他者が侵すことができず（不可侵性）、相

互に関わりあっていて（相互依存／補完性）、切り離したり優劣をつけたりすることはでき

ず（不可分性）、他者に譲り渡すことができない（不譲渡性）ものとされています。 

 

2.1 ⼈権を尊重している  

 企業の⼈権尊重のあり⽅については、2011 年に国連⼈権理事会で合意された「ビジネス

と⼈権に関する指導原則」が、すべての企業が従うべき国際的な指針としてそのあり⽅を⽰

しています。この原則は、企業がどこで事業を⾏うにしても、⼈権に関わる国内法令を遵守

するにとどまらず、国際的に認められた⼈権を尊重すること求めています。 

 また、⼈権の尊重には、企業みずからが⼈権を侵害しないようにするだけでなく、他者に

よる⼈権侵害を助⻑したり取引関係の中で⼈権侵害が起きたりしないようにし、侵害が起

きた場合には適切に対処することが含まれます。 

 さらに、状況に応じて追加的な基準を企業が設けて特別な配慮をすることや、⼈権がより

よく充⾜・実現されるようにすること、つまり⼈権にプラスの影響を与えることも望まれて

います。 

   ⽤語： 

・国際的に認められた⼈権 − ビジネスと⼈権に関する指導原則は、 国際⼈権章典（世界

⼈権宣⾔、社会権規約、⾃由権規約、⾃由権規約への第⼀・第⼆選択議定書）および国際労

働機関（ILO）中核 8 条約に規定された⼈権を「国際的に認められた⼈権」としていて、そ

れらが企業が最低限尊重すべき⼈権としています。 

・社会権規約（国際⼈権 A 規約）− 正式名称を「経済的、社会的および⽂化的権利に関す

る国際規約」と⾔い、労働の権利、公正かつ良好な労働条件を享受する権利、社会保障につ

いての権利、健康についての権利、教育についての権利、⽂化的な⽣活に参加する権利など

を定めています。 

・⾃由権規約（国際⼈権 B 規約）− 正式名称を「市⺠的および政治的権利に関する国際規

約」と⾔い、⾝体の⾃由、思想・良⼼・宗教の⾃由、表現の⾃由、結社の⾃由、奴隷制度・

隷属状態または強制労働の対象とならない権利、少数⺠族の権利などを定めています。⾃由
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権規約には、⾃由権を侵害されて国内で救済を受けられない⼈が国連の⾃由権規約委員会

に直接救済を求める個⼈通報制度について規定した「第⼀選択議定書」と、死刑制度廃⽌に

ついて規定した「第⼆選択議定書」があります。 

・ILO 中核 8 条約  −  労働に関する最低限の基準を定めたもので、結社の⾃由・団体交

渉権の承認、強制労働の禁⽌、児童労働の禁⽌、差別の撤廃の 4 分野で定められた次の 8 つ

の条約のことを⾔います。 

−結社の⾃由及び団結権の保護に関する条約（87 号） 

−団結権及び団体交渉権についての原則の適⽤に関する条約（98 号） 

−強制労働に関する条約（29 号） 

−強制労働の廃⽌に関する条約（105 号） 

−就業の最低年齢に関する条約（138 号） 

−最悪の形態の児童労働の禁⽌及び廃絶のための即時⾏動に関する条約（182 号） 

−同⼀価値の労働についての男⼥労働者に対する同⼀報酬に関する条約（100 号） 

−雇⽤及び職業についての差別待遇に関する条約（111 号） 

 ・特別な配慮を必要とする⼈々 − 先住⺠族、⼥性、⺠族的・種族的・宗教的・⾔語的少

数者、⼦ども、障がい者、移住労働者とその家族など、弱い⽴場にある⼈々 

 

2.2 ⼈権デューディリジェンスを実践している 

 「ビジネスと⼈権に関する指導原則」は、企業が⼈権を尊重する責任を果たすために、企

業の最も上のレベルで承認された⼈権尊重⽅針（コミットメント）を表明するとともに、「⼈

権デューディリジェンス」を実践することを求めています。そこでは、紛争鉱物問題に代表

されるように、みずからの活動が紛争地域で⼈権侵害を助⻑したり、みずからのバリューチ

ェーンが紛争地域での⼈権侵害に意図しなくとも関わったりしている場合は（その恐れが

ある場合を含む）、企業が⼈権への負の影響について特に注意を払うことを求めています。  
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  ⽤語： 

・⼈権デューディリジェンス − 企業が、その状況（分野、事業活動の状況、規模及びこれ

らに類似する要素を含む）に応じて⼈権に関する⾃⾝の責任を果たすために実⾏しなけれ

ばならない持続的な管理プロセスのことです。具体的には、みずからの活動が引き起こしう

る、ないし助⻑しうる⼈権への負の影響や、みずからの活動・製品・サービスが取引関係を

通じて直接関わりうる⼈権への負の影響を特定し、防⽌・軽減し、適切に対処し、公表する

ことを⾔います。 

・取引関係 − 取引先企業、バリューチェーン上の組織、および企業の事業、製品またはサ

ービスと直接関係のあるあらゆる組織が含まれます。 

  

2.3 労働者の権利を保障するとともに、ディーセント・ワークの実現を推進して
いる 

労働者の権利を保障し、労働条件を改善するために定められた国際基準である国際労

働機関（ILO）条約および各国の労働法を遵守するとともに、⽣活賃⾦の保障等を通してデ

ィーセント・ワークの実現に寄与することが求められています。  

 ⽤語： 

・ディーセント・ワーク − 働きがいのある⼈間らしい仕事のことを⾔います。具体的には、

権利、社会保障、社会対話が確保され、⾃由と平等が保障され、働く⼈々の⽣活が安定する

ような、⼈間としての尊厳を保てる⽣産的な仕事を⾔います。 

・⽣活賃⾦ − 法律で定められた最低賃⾦ではなく、労働者とその家族が最低限度の⽣活⽔

準の維持に必要な⽣計費、さらには、⼈間らしい⽣活を送れるだけの賃⾦のことを⾔いま

す。 

  

2.4 あらゆるハラスメントを防⽌し、適切に対応している 

 職場をはじめ仕事に関連した場において、⾝体的、精神的、性的⼜は経済的な害悪を引き

起こす（その恐れを含む）パワハラ、セクハラ等の様々なハラスメント（嫌がらせ、いじめ
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等）を防⽌し、起きた時には適切に対応することが国際的に求められています。ハラスメン

トに関しては、ILO 条約第 190 号「仕事の世界における暴⼒及びハラスメントの撤廃に関

する条約」が 2019 年に採択され、2021 年 6 ⽉に発効しました。  

  ⽤語： 

・⽇本の関係法令が対象としていない⼈々 − 取引先、個⼈事業主、求職者・就活⽣、研修

⽣・インターン・ボランティアなど。また⾃社の労働者に対する外部からのハラスメントも

法令は対象としていません。 

・⽅針、体制、適切な対応 − ハラスメントを⼀切許容せず厳正に対処する⽅針を明確にし、

防⽌するための啓発・研修やリスク評価を⾏い、相談・申し⽴て・通報の窓⼝を設け、公正

な調査・解決の仕組みを整備し、当事者のプライバシーに⼗分に配慮して迅速かつ適切な対

応（相談者等の保護・救済・不利益な取り扱い禁⽌、加害者への厳正な処分・カウンセリン

グ等）を⾏う必要があります。 

  

2.5 ⼈材の多様性（ダイバーシティ）を推進し、少数者や弱い⽴場の⼈々を雇⽤・
登⽤している 

 企業活動がグローバル化し、関わる⼈々のニーズや価値観が多様化する中で、多様性（ダ

イバーシティ）や違いを前向きにとらえ、多様な⼈材を積極的に受け⼊れて創造性を活かせ

るようにすることは、エシカルな社会・経済の実現に寄与するとともに、⾃社の企業価値や

競争⼒を⾼めることにもつながるとして重視されています。  

  ⽤語： 

・⼈材におけるダイバーシティの推進」 − 性別、年齢、障害の有無、学歴、国籍、⼈種、

⺠族、宗教、SOGI（性的指向・性⾃認）等の属性に関わりなく、多様な⼈材を受け⼊れ、

活躍・⾃⼰実現できるようにすることを意味します。 

・積極的是正措置（アファーマティブ・アクション）− 差別的な扱いを受けてきた少数者

（マイノリティ）や弱い⽴場にある⼈々（⼥性など）を積極的・優先的に採⽤・登⽤するこ

とを意味します。 

解説執筆者：渡辺⿓也 
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3.消費者を尊重している 

 ⽇本だけでなく、世界の多くの国で、消費者は「投票者」であるといわれます。市場にお

ける企業や事業者はこのことを⼗分に意識する必要があります。消費者の 1 票、1 円を⼿に

⼊れるために、市場の中で様々な⼯夫をする、その⼯夫が有権者である消費者を裏切るよう

な態度をとれば、市場において⽀持を得られなくなるからです。事業活動の持続可能性は、

消費者からの信頼なくしてはなり⽴ちません。 

 

3.1 消費者に対して責任ある対応をしている 

 社会的に有⽤で安全な商品・サービスを開発・提供し、消費者の満⾜と信頼を獲得してい

かなければ、事業活動は継続できません。これはそのためにはどのような消費者対応を取れ

ばよいのかを⽰す評価基準です。 

⽤語： 

・消費者志向経営 − 事業者は、⾃社が本業を通じてどのような社会を⽬指したいのか（環

境問題解決への貢献、地域社会の活性化等）を積極的に⽰し、消費者から共感を得ることが

必要です。消費者から共感を得ることで、事業での成功、顧客満⾜度の向上と⽬指す社会の

実現の両⽴が可能になるからです。消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営、す

なわち企業・事業者における消費者志向経営の推進が必要なのです。消費者志向経営は、持

続可能で望ましい社会の構築に向けて、⾃らの社会的責任を⾃覚して事業活動を⾏うこと

を柱の⼀つとして位置付けていて、国際的に取り組まれている持続可能な開発⽬標（SDGs）

の⽬標 12 はもとより、同開発⽬標全体の達成にも不可⽋といえるでしょう。 

 こうした消費者指向経営を進める上で重要なのが、消費者への適切な情報提供と双⽅向

コミュニケーションの充実です。企業は、安全性や環境・⼈権に配慮した商品を求める消費

者の声を新製品の開発に⽣かすことができ、また適正な表⽰をすることで、誤⽤・濫⽤を防

ぐ取扱説明書を作ることができます。さらに消費者の誤解を招かないような広告や宣伝は、

市場での社会的信⽤を⾼め、事業活動に伴うリスクを減らすことにつながります。苦情を含

む消費者からの情報は企業にとって利益をもたらすことにもなるのです。⽇本では消費者

庁が、消費者志向経営の推進を謳い、2018 年から優良企業の表彰を⾏っています。 
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3.2 消費者の権利を守っている 

 消費者の権利は、⾃らの責任を⾃覚して⾏動する消費者と、こうした消費者の⾏動に積

極的に応える企業との協働によって守られるという考え⽅が、国際的に定着してきました。

1960 年に発⾜し 120 カ国が加盟、消費者団体 250 以上が加盟する国際消費者機構（CI）

が、消費者の権利とは別に、消費者が負うべき責任について 1982 年に明⽰し、世界各国の

消費者保護政策に広く取り⼊れられています。 

 ここで提唱された８つの消費者の権利は、以下の通りです。 

1. ⽣活のニーズが保障される権利 

2. 安全への権利 

3. 情報を与えられる権利 

4. 選択をする権利 

5. 意⾒が反映される権利 

6. 補償を受ける権利 

7. 消費者教育を受ける権利 

8. 健全な環境を享受する権利 

 エシカルであるためには、以上の消費者の権利すべてを守ることが求められます。 

⽤語： 

・消費者の権利 − 消費者の権利とは、消費者に確保されるべき基本的な権利を表す概念で

す。具体的には、1962 年にケネディ⽶⼤統領が、消費者利益の保護に関する特別教書で消

費者の４つの権利「安全である権利」「知らされる権利」「⾃由選択の権利」「意⾒が反映さ

れる権利」を提⽰しました。その後、1975 年フォード⽶⼤統領が「消費者教育を受ける権

利」を５つ⽬の権利として追加しました。これら５つの消費者の権利は、⾏政、事業者、消

費者のそれぞれが、消費者の利益を守るためにとるべき⾏動の世界的な指針となっていま

す。 

⽇本では、1968（昭和 43）年に消費者保護基本法が制定され、商品テスト機関として 1970

（昭和 45）年に国⺠⽣活センターが設⽴された。1995（平成 6）年に製造物責任法（PL 法）、

2001（平成 13）年に消費者契約法が施⾏されました。その後、2004（平成 16）年に消費者

保護基本法が消費者基本法に改正され、このときはじめて、消費者の 8 つの権利が消費者
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政策の推進において尊重されるべき消費者の権利であることが明記されました。さらに、

2009（平成 21）年の消費者庁設置以降、消費者の権利や責任を考えるにあたっては、消費

者がよりよい企業や商品を選ぶことによって社会的責任を果たす経済的投票⾏動という側

⾯が重視され、消費者保護の観点から消費者の権利⾏使の観点へと、その重点がシフトして

います。 

  

3.3 消費者の安全を重視している 

 企業が市場において果たすべき最も⼤切なことの⼀つが、消費者の安全の確保です。消

費者安全の領域は多⽅⾯にわたっていて、製品安全のように⽬に⾒えるものだけでなく、安

全性に関わる表⽰やデジタル化に伴う問題に関するものなど様々なものが含まれます。 

 こうした様々な安全確保のための法律や制度が⽤意されていますが、それだけではなく、

本項⽬に挙げられていることにしたがって、企業は消費者の安全の確保に努めることが求

められます。 

⽤語： 

・消費者の安全に係る法律と制度 − 消費者の安全は、消費者の権利の中でもっとも基本的

なものとして、歴史的に重視されてきました。消費者の安全を守らない企業・事業者は、消

費者を尊重しているとはみなされません。 

 消費者にとっての安全は、⼀般に⽣命・⾝体・財産の安全を確保することとされます。そ

のために事故情報の集約・分析・公表の取組として消費者安全法、消費⽣活⽤製品安全法な

どの法律や、事故情報データバンク、医療機関ネットワーク、リコール情報サイト、消費者

ホットラインなどがあります。さらに、事故の原因究明、再発防⽌のために、消費者安全調

査委員会が設置されています。そして消費者の救済される権利と関係する、製品やサービス

の⽋陥によって消費者が⽣命・⾝体・財産に被害を受けた場合、製造業者等に賠償を求める

ことができる製造物責任法（PL 法）があります。このほか、⼦どもの思わぬ事故を防⽌す

る取組や緊急時対応、さらに⽣命⾝体被害の注意情報（アレルギー物質に関わる⾷品の回収

情報）もあります。 

 表⽰については、不当景品類及び不当表⽰防⽌法、家庭⽤品品質表⽰法、住宅品質確保法、

⾷品表⽰法などの法律で規制され、これらの法律に基づいて、安全や衛⽣に関する表⽰、加

⼯⾷品の原料原産地表⽰、栄養成分表⽰、栄養機能⾷品、機能性表⽰⾷品、特定保健⽤⾷品、
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特別⽤途⾷品などの規制やガイドラインが定められています。 

 このほかにも消費者の安全に関連する法律や制度にはさまざまなものがあり、⽇々発展

しているといってよいでしょう。たとえば、消費者団体訴訟制度や公益通報者保護制度、そ

して消費者が商品・サービスを安⼼して取引できる市場環境の整備として特定商取引法が

あることは押さえるべきです。企業・事業者の活動内容の変化に伴って、健全な市場形成の

ためのルール作りとして多種多様な消費者保護関連法がありますが（特定電⼦メール法、預

託法など）、事業者にはそれらに対応したコンプライアンスが要求されます。 

 

解説執筆者：中原秀樹、島⽥宏 

 

 

 

4.動物の福祉・権利を守っている 

 動物は事業活動においても広い分野で利⽤されていて、社会や環境の持続可能性に深く

関わり、様々な課題が真っ先に顕れる炭鉱のカナリア的な存在です。私たちが⼈の命を⼤変

重要に捉えるのと同様に、動物の命も重要に捉えることがエシカルであるためには必要で

す。したがって、エシカルで持続可能な社会を⽬指す上で、動物への配慮は必須事項です。

ここではその中でも特に影響が⼤きいと考えられる 6 つの視点について取り上げています。 

 

4.1 適正な⽣産過程を経た畜産物・⽔産物を利⽤している 

 動物を利⽤する際には、飼育や屠畜などの過程が含まれますが、そのすべての過程にお

いて、動物たちが、健康で、快適で、栄養豊かで、安全で、不快な状態（苦痛、恐れ、苦悩

など）に苦しんでおらず、⾝体的及び⼼理的状態に重要な正常で⾃然に⾏われるべき⾏動を

発現できている良好なウェルフェア（⾝体的、及び⼼理的な健康と幸福）を享受しているこ

とが最低限の倫理的責任と考えられます。 

⽤語： 
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・アニマルウェルフェアとその 5 つの⾃由 − アニマルウェルフェアとは、動物が⽣まれ

てから死ぬまでの間、⾝体的、及び⼼理的状態について、動物の適正な扱いの基本原則がす

べて満たされた状態をいいます。基本原則の 5 つの⾃由のうち⼀つでも⽋けている場合は、

良好なアニマルウェルフェアとはいえません。 

・5 つの⾃由 − 飢餓と渇きからの⾃由、苦痛・傷害⼜は疾病からの⾃由、恐怖及び苦悩か

らの⾃由、暑さや寒さなど物理的不快さからの⾃由、正常な⾏動ができる⾃由 

・拘束飼育 − 動物が歩いたり、⽻ばたいたり、ぶつかることなく横臥したり、回転したり

することを妨げる、ケージやストール、鎖や縄で拘束した飼育のこと。 

・集約的畜産・⽔産 − 効率と経済性を優先し、⾃然に動物が形成する群れの数を⼤幅に超

えて、閉鎖された空間において飼養する畜産業、養殖の⽅法。 

                                                                    

4.2 畜産物・⽔産物を持続可能な資源量の範囲で利⽤している 

 動物も⼈間と同様、感覚や感受性のある⽣き物です。この動物を⼤量⽣産することは、エ

シカルとは⾔えない様々な課題を⽣み出しています。利⽤する動物の数は影響を受ける命

の数の問題であると同時に、飼料や⼟地利⽤、海洋利⽤等を通じた環境負荷につながってい

るという点にも⽬を向ける必要があります。 

⽤語： 

・持続可能な資源量 − ⾃然の⽣産量や回復量を超えない範囲で利⽤できる資源の量。この

量以下の利⽤であれば、⾃然資源を持続的に利⽤し続けることができます。また、単に利⽤

する資源だけではなく、利⽤することによる環境等への影響が不可逆的なものにならない

ように配慮する必要もあります（例：メタンや⼆酸化炭素等の温室効果ガスの排出、薬剤耐

性菌やウィルスの発現）。 

 

4.3 動物実験を⾏わない（医薬分野を除く） 

 化粧品、⾷品、その他⽇⽤品等の製造・開発において⾏われる動物実験は世界的に廃⽌の

流れにあります。企業は⾃社で動物実験を⾏わないことはもちろん、動物実験を必要とする
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原材料や動物実験を経て新たに開発された原材料の使⽤を避ける必要があります。医薬分

野では法律により動物実験が必要とされている場合もありますが、これも縮⼩廃⽌するこ

とを⽬指すことが望まれます。 

⽤語： 

・動物実験 − ⾮臨床試験とも⾔われ、基礎研究、効果効能、安全性、毒性を調べるために

動物を⽤いて⾏われるあらゆる実験を指します。  

 

4.4 取引が制限されている動物および⾝体の⼀部の売買や利⽤は⾏わない 

 動物およびその⾝体の⼀部（⾓、⽛、甲羅など）の取引は、国際条約や国内法により制限

されています。しかし、そうした規制を遵守せずに、あるいは規制への理解が不⼗分なため

に、由来の不明な動物が取引されている事例も少なくありません。取引が制限されている動

物はもちろん、⾝体の⼀部であっても売買や利⽤は⾏うべきではありません。 

⽤語： 

・ワシントン条約 − 野⽣動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがな

いよう、国際取引の規制を図る条約で、1973 年に発効し、⽇本も批准しています。希少性

に応じて附属書Ⅰ（商業⽬的の取引禁⽌）、Ⅱ（違法取引の制限）およびⅢ（特定地域内の

絶滅防⽌のための取引制限）の 3 ランクで対象となる種を指定しています。エシカルの視

点では、そのすべての取引・利⽤を⾏わないことが望まれます。 

 

参考：条約や国内法を超えて企業が動物原料の使⽤を規制した事例 

● イオンは、成分に配慮し動物由来の原料までフリ − とした「トップバリュグリー

ンアイ フリーフロム肌洗浄剤シリーズ」を販売しています。 

● 楽天市場は 2017 年、規制の対象となっている象⽛製品の売買は、国内許可の有無

を問わず、⼀切認めないことにしました。 
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4.5 動物性原材料の使⽤を避けている（ファッション） 

 ⽑⽪に限らず、⼤量⽣産される動物性原材料においては、エシカルではない⼯程がある場

合が多くあります。また畜産同様に飼料や⼟地利⽤や汚染の問題などもあり、環境の持続可

能性を考える上でも減らしていく必要があります。近年では植物性の原材料だけでなく、農

業残渣などからも新たな繊維が開発されています。また動物性原材料を使⽤する場合でも、

リサイクルした素材のみを⽤いて、新たな動物の犠牲を⽣み出さない⼯夫も⾏われていま

す。 

⽤語： 

残酷な⼯程 − 動物に対する残酷な⼯程として、例えば以下のようなものがあります。 

● ミュールジング：品種改良により⽪膚のひだが深くなりすぎ臀部に蛆が湧くのを防

ぐため、幼齢のときに⿇酔なしに切除する⾏為。 

● ライブプラッキング：ダウン（⽻⽑）を⽔⿃から採取する際に、⽣きたまま⽻⽑を

引き抜く⽅法で、⽔⿃は⽪膚が裂け、⾎を流すことがあります。 

・植物性原材料 − アロエ、穀物、パイナップの⽪、りんごの⽪などで作る⾰、⼤⿇で作る

⽑⽪、カロトロピスでつくるウールなど、様々な植物性の繊維や素材が近年急速に開発され

ています。 

 

4.6 ⽣きた動物の売買・展⽰等での利⽤を避けている 

 動物売買はもちろん、動物を展⽰したり広告やプロモーションに利⽤する場合、無理な

繁殖や不適切な飼育、密輸、不要になった動物の殺処分、などの問題が存在する場合があり

ます。さらに、広告⾃体が動物への配慮に⽋け、批判の対象になるようなことも少なくあり

ません。極⼒、⽣きた動物の利⽤は⾏わないことが望まれます。 

 なお、⽣き物を展⽰する動物園・⽔族館などはその多くが公共事業として存在しているた

め例外とされますが、そこでもアニマルウェルフェアの基準を遵守することが望まれます。 

⽤語： 
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・アニマルウェルフェアに配慮されていない広告・プロモーション − ⽣きた動物を飼育ま

たは捕獲して撮影や⼈寄せ（アトラクション、展⽰、触れ合い等）に利⽤することを指しま

す。動物性の素材の紹介のために実際の飼育現場の写真や映像を使うこと、野⽣⽣物の⽣態

を野⽣下で適切な配慮のもと撮影した写真や映像を使うなどは問題には当たりません。 

 

解説執筆者：岡⽥千尋・⻄原智昭 

 

 

 

5.製品・サービスの情報開⽰をしている   

 

 企業は⾃らの商品やサービスについての情報を開⽰することが求められています。最終的

な商品に直接かかわる事項はもちろん、資源調達や製造・流通・廃棄まで、ライフサイクル

全体において環境や、⼈権等を含んだ社会的配慮についても適時適正な情報開⽰が求めら

れています。 

 

 

5.1 エシカルである等の主張をする際には裏付け情報（エビデンス）を⽰してい
る  

 

 ISO/TS 17033 にもあるように、国際的にも、エシカルと主張する際には裏付け情報（エ

ビデンス）が求められます。エシカルという⾔葉が浸透しつつある中で、何をもってエシカ

ルとするのかが曖昧なままであることも多く⾒られます。裏付け情報を担保し、必要な情報

開⽰等を通じて説明することが、エシカル・ウォッシュの防⽌になるだけでなく、逆に企業

の信頼性の向上にもつながり、⾮常に重要です。 

 これは、オーガニック、フェアトレード、サステナブル等を主張する場合も同様です。 

 

⽤語： 

・エビデンス − 主張を⽀持する「証拠」「裏付け」「客観的根拠」のことです。 
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・エシカル・ウォッシュ − エシカルを標榜しながら、実際にはエシカルではないこと。 

 

参考：ISO/TS 17033:2019 

Ethical claims and supporting information ̶ Principles and requirements 

 

 

5.2 可能な場合には認証を取得している   

 

 主要な原材料の調達やサプライチェーンにおいて、その原材料や事業活動に該当する分

野の環境社会リスクを把握するためには、広く使われている信頼できる認証制度を取得し

たり、活⽤することが推奨されます。広くコンセンサスを得た基準に基づき、第三者による

審査を含む認証制度は、透明性・信頼性が⾼いと考えられるからです。 

 

参考： 

代表的な認証制度 − 代表的な認証制度として以下のようなものがあります。 

Sedex/SMETA ; Sedex は、サプライチェーンにおける労働実務に関するリスクを管理する

ために創られたサプライチェーン管理システム。SMETA 監査（倫理監査）を受け、監査レ

ポートを Sedex システム上で公開が可能。 

ISO45001；労働安全衛⽣（OHSMS）に関する国際規格。 

SA8000 ； 社 会 的 説 明 責 任 へ の コ ミ ッ ト メ ン ト の 実 証 が 可 能 な Social Accountability 

International (SAI) によって策定された国際規格。 

 

これ以外に、国際認証及びサステナブル・ラベルとして、業種や原材料によって様々な認証

があります。FSC、MSC、RSPO の他、繊維、フェアトレード、農業等。⼀般社団法⼈ ⽇

本サステナブル・ラベル協会のサイト(https://jsl.life/about/faq/)なども参照するとよいで

しょう。⽣物多様性に関する認証制度については、1.7 も参照してください。 

 

    

5.3 サプライチェーンを透明化し、トレーサビリティーを確保している  

  

 主要な原材料について最上流までトレーサビリティを確保すること、さらにその情報を

公開することが、サプライチェーンの透明化に繋がり、エシカルの裏付け情報としての信頼

性も増します。できれば主要な原材料だけでなく、部分的に使⽤する原材料においてもトレ
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ーサビリティを確保することが求められます。 

  

 

5.4 ⾃社およびサプライチェーン全体の環境と社会への影響を把握している 

製品・サービスの情報開⽰において、⾃社だけでなくサプライチェーン全体で環境と社会

への影響を把握することが望まれます。たとえサプライチェーンが複雑だったり細分化さ

れていても、個々のサプライヤーの環境と社会への影響を把握することが重要です。 

⽤語： 

モニタリング・システム − サプライチェーン全般にわたって環境と社会に与える影響を

モニターする仕組みのことで、⾃社⾃⾝でその仕組みを作ることが基本ですが、第三者の⽬

を⼊れたり、他のステークホルダーとともに構築したりすることが推奨されます。マルチス

テークホルダー⽅式のモニタリング・システムの例としては、イギリス等で組織されている

エシカル・トレーディング・イニシアチブがあります。イギリスの場合 100 以上の企業、

20 以上の NGO と労働組合が参加し、会員企業の海外に及ぶサプライチェーン上で労働規

範が守られているかを NGO と労働組合がモニターし、企業に対して改善のための提⾔を

⾏っています。 

 
5.5 製品・サービスに関して適時・適正に情報開⽰を⾏い、説明責任を果たして
いる 

 製品・サービスに関する情報は⽇々変化していくことから、その情報開⽰を適時・適正

に⾏うことが望まれます。その情報開⽰も法律等で求められる説明責任だけでなく、⾃ら

積極的に情報を公開し、誰でもアクセスが可能にすること（オープン・アクセス）で、さ

らに透明性が増し、より良いエシカル製品・サービスへと繋がります。                             

                                                                             

⽤語： 

                                

解説執筆者：⼭⼝真奈美 
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6.事業を⾏なっている地域に対して配慮・貢献している 

 事業を⾏う地域に対して、企業が得ている利益やメリットを還元できているかという点

も、企業のエシカル度を評価する上で重要と考えられます。地域の伝統や⽂化を重んじる、

地域の⼈々からの雇⽤を促進する、原材料の調達や⽣産も地域に配慮する、地域の抱える課

題を解決する貢献活動にも積極的に取り組んでいる、などの点で、地域に対して⼗分な配

慮・貢献をした経営を志すことが⼤切です。 

 

6.1 地域の⽂化と伝統を尊重している 

  事業を⾏う地域に根ざした⽂化や伝統について、⼗分に配慮・尊重することが望まれま

す。事業が、地域の⽂化や伝統が持続し、発展することに寄与できることが理想です。 

 ⽤語： 

・⽂化、伝統、慣習 − 現在居住している⼈々のみならず、先住⺠族をも含め、その地域社

会（コミュニティ）において時間をかけて育まれてきた考え⽅や価値基準、⽣活様式を指し

ます。（ただし、⼀般的に、⼈々の⾃由や福利に反する⾏為（例えば、割礼など）は除きま

す） 

  

6.2 事業を⾏なっている地域からの雇⽤を推進している 

 現在居住している⼈々をはじめ、地域の出⾝者や U ターン組、I ターン組と呼ばれる移住

者も含めて、地域にゆかりのある⼈々を積極的に雇⽤することが期待されます。優先枠を設

けるのみならず、幹部や経営者にも、地域の⼈々を登⽤し、またそうした流れが恒常化する

ように地域の⼈々に対して働きかけ、能⼒を⾼める機会も設けると良いでしょう。 

⽤語： 

・地域住⺠ − その地域に暮らす⼈、地縁のある⼈として、出⾝者、移住者も含めます。 

・幹部 − 課⻑以上の管理職を指します。 
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6.3 事業を⾏なっている地域からの調達を推進している 

 主要な原材料は地域から調達することを基本とし、理想的には全ての原材料を地域から

調達、さらには地域において材料を⽣産することを⽬指します。 

注記：例外のある場合にはその理由を説明する必要があります。 

⽤語： 

・原材料、原料と材料 − 原料と材料を合わせて原材料と呼びます。原料は製品が完成した

ときに原型をとどめていないものを指します。 

例：⼤⾖（原料）→⾖腐（製品）、綿花（原料）→布（材料）→服（製品） 

 

6.4 地域での⽣産を推進している 

  地域の経済発展に寄与することを⽬指して、地域での⽣産を持続的に⾏うことが期待さ

れます。⽣産・加⼯にとどまらず、地域での付加価値の創造や地域経済を強化し、⻑期にわ

たって⽣産が継続するようにすることが望まれます。 

  

6.5 地域の課題解決に貢献している 

 事業に関わる問題はもちろん、少⼦⾼齢化や過疎化など地域社会が抱える課題をも解決

することに企業として貢献する視野を常に持ち続けることが望まれます。地域社会に貢献

する活動に参加することは基本として、地域の課題を解決する主体となり、ステークホルダ

ーと連携して積極的にアクションを起こすことも⽬指します。 

⽤語： 

・事業に関わる問題 − 公害や事業⽴地に関する地域住⺠の懸念の解消など、事業から直接

派⽣する課題を指します。 

 

解説執筆者：⽣駒芳⼦ 
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7. 適正な経営を⾏っている 
 
 エシカルな企業であるためにはもちろん、エシカルな商品やサービスを提供していると

⾔うためには、企業経営もエシカルである必要があります。法令等を遵守することはもちろ

んですが、それを超えて公平、公正、そして社会全体をエシカルにすることを⽬指す経営が

望まれます。そのため、具体的には以下の 7 つの項⽬についての取り組みが期待されます。 

 
 
7.1 ⾃社のエシカル化を推進している 

 商品だけでなく、全社的にエシカルを⽬指す経営が⾏われていることが望まれます。 

 
 
7.2 公益通報者を保護している 
 市⺠の安全や安⼼を損なうような企業不祥事はあってはならないことですが、こうした

問題は内部からの通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。公益のために

なされる通報は、法律にも定められているように正当な⾏為であり、不利益な取り扱いから

保護されなくてはなりません。また企業にとっても、⾃社の価値や社会的信⽤を守るために

役⽴ちます。 

 社内の公益通報者を適切に保護することはもちろん、そもそも社内のあらゆるレベルに

おいて不正が起きないようにし、またもしそうした問題につながりそうな事案があった場

合には、それを社内でオープンに議論し、ともに解決していく⾵⼟があることが望まれま

す。 

 ⽤語： 

・公益通報者保護法 − 公益通報、いわゆる内部告発を⾏った労働者を保護する⽇本の法律

で、2004 年に公布、2006 年 4 ⽉ 1 ⽇に施⾏されています。 

 

 

7.3 紛争や暴⼒の助⻑に加担しない 
 暴⼒を許したり、また紛争を助⻑するようなことはエシカルとは⾔えません。サプライチ

ェーン上で暴⼒が発⽣したり、あるいは紛争鉱物の使⽤等、武装勢⼒を⽀援したり加担した

りするようなことがないよう配慮することが求められます。 



 37 

さらには、ビジネスの⼒を使うことで、⼈道⽀援をしたり、分断されていた地域をつなぐな

ど、紛争と暴⼒のない平和な社会づくりに貢献することも考えられます。 

 ⽤語： 

・暴⼒ − ⾝体への暴⼒はもちろん、精神的な暴⼒、性的暴⼒、経済的暴⼒、⼦どもを利⽤

した暴⼒、社会的暴⼒を含みます。また、これらを⾒て⾒ぬふりをすることは、間接的に加

担することになります。 

・紛争鉱物 − 紛争や重⼤な⼈権侵害を引き起こす武装勢⼒や反政府組織の資⾦源となっ

ている鉱物のことで、⽶国のドッド・フランク法で指定されたコンゴ⺠主共和国（旧：ザイ

ール）及び周辺 9 ヶ国で産出されるスズ、タンタル、タングステン、⾦のいわゆる 3TG に

特に注意が必要です。 

・軍事政権 − 近代国家において軍隊は政治的中⽴性を保つことが必要ですが、この原則に

反して、軍が直接に⽀配している政権を指します。 

 

 

7.4 ⾃社にとってのマテリアリティ（重要課題）を特定し、課題解決に取り組ん
でいる 
 事業と社会のサステナビリティの観点から、⾃社にとってのマテリアリティ（重要課題）

を特定し、それを公開した上で解決に取り組むことが望まれます。 

⽤語： 

・マテリアリティ − ⾃社にとっての重要な課題をマテリアリティと呼びます。より正確に

は、⾃社が経済、環境、社会に与える著しい影響に関わる課題や、ステークホルダーが⾃社

を評価したり意思決定する際に影響を及ぼす課題を⾔い、優先順位をつけて⽰すのが⼀般

的です。 

 

 

7.5 政治関与（寄付・ロビーイング）を⾏う際には適正に⾏い、その情報は開⽰
する 
 寄付やロビーイングなどの政治関与はすべてがいけないわけではなく、再エネの推進な

どエシカルのために有益な場合もあります。ただし、そうした政治への関与は透明性をもっ

て⾏われることが必要であり、そのような⽅針を持つと同時に関与状況を公開しているこ

とが望まれます。 

⽤語： 

・寄付 − 政治団体への寄付（政治献⾦）は法律で規制されています。これに従うことはも
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ちろんですが、報告義務がないような少額のものも含めて報告するなど、透明性を維持する

ことが必要です。 

・ロビーイング − ロビー活動とも。⾃社の考えを政府の政策に影響を及ぼすことを⽬的と

して⾏う政治活動のことを⾔います。癒着や買収のような違法な活動は許されませんが、た

とえば、気候変動についてより野⼼的な⽬標を求めることを企業やその集まりが主張し、国

会議員等に説明することは正当なロビーイングです。 

 

 

7.6 納税は適正に⾏い、利益を社会に還元している 
 法律を遵守して納税を⾏うことはもちろんですが、合法的であっても租税回避は⾏わず、

納税を通じた社会への経済的な貢献を果たすことが望まれます。 

 

 

7.7 ⼈材の多様性（ダイバーシティ）を⾼める経営を⾏なっている 
 ⼈材におけるダイバーシティとは、性別（ジェンダー）、障がい、宗教、⼈種、国籍、ラ

イフスタイル、家庭事情など、さまざまな属性があることを指します。社内のダイバーシテ

ィーを⾼めることは、それがエシカルであるだけでなく、働きやすさを⾼めたり、個々⼈の

能⼒が発揮しやすくなったり、さらには会社全体としての能⼒を向上させることが期待さ

れます。 

 

解説執筆者：⾜⽴直樹 

 

 

 

 

8. サプライヤーやステークホルダーと積極的に協働している 
 
 エシカルな会社であるためには、エシカルな商品やサービスを提供しているだけでなく、

サプライヤーやステークホルダーに対して公平、公正であるとともに、ともに協業してエシ

カルな社会を創っていく必要があります。そのため、具体的には以下の４つの項⽬について

の取り組みが期待されます。 

⽤語： 

・サプライヤー − 商品の原材料などを供給する事業者。 
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・ステークホルダー − 企業・組織における利害関係者すべて。株主・社員・顧客だけでな

く，地域社会も含めます。 
 
 
8.1 サプライヤーと公平公正な取引を⾏なっている 
 商品の原材料を供給するサプライヤーは、時には下請けとも呼ばれ、経済的な依存関係に

あるなど、不利な⽴場に置かれている場合があります。公平公正な取引を⾏っていると思っ

ていても、極端な値引き要求、⾮常識な納期、依頼途中の仕様変更、⽀払いの遅延や変更、

取引条件が明⽂化されていないなどの懸念事項が、従来の商習慣の中に潜んでいることも

あります。サプライヤーとの公平公正な取引により、相互の企業経営が健全で⻑期的に安定

することが望まれます。 

⽤語： 

・下請法 − ⽇本国内においては下請法（下請代⾦⽀払遅延等防⽌法）があり、下請事業者

の利益を守り、取引の適正化を図ることを⽬的に運⽤されています。 

 

 
8.2 サプライチェーンの課題をサプライヤーと協⼒して解決している 
 エシカルな社会の実現には、サプライチェーン全体がエシカルな取り組みを⾏っている

ことが必要です。⾃社のエシカルな取り組みに満⾜するだけでなく、サプライヤーに対して

もエシカルな取り組みを推進し、協⼒して課題を解決することが望まれます。 

 例えば、サプライヤーの下請けが児童労働・強制労働に加担しているなどはあってはなら

ないことですが、実際にはこのような課題が今も多く存在しています。このような課題に対

して、サプライヤーだけの問題として捉えるのではなく、ともに向き合い、本エシカル基準

を守っていくことで、持続可能な社会を創っていくことが望まれます。 
 
 
8.3 ステークホルダーと対話や協働を⾏っている 
 サプライヤーだけなく、さまざまなステークホルダーとも対話と協働することで、エシカ

ルを推進していくことが望まれます。 

 ⽤語： 

・ステークホルダー − 利害関係者のことですが、従業員、消費者、クライアント、株主、

⾦融機関などの直接的な関係者はもちろん、地域社会や⾏政、NGO・NPO なども含みま

す。 
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8.4 市⺠社会の⼀員としてエシカルを広げることに役割を果たしている 
 エシカルな社会の実現に向けては、企業も市⺠社会の⼀員としての役割を担うことが⼤

切です。様々なステークホルダーと積極的な対話や協働、アドボカシーに取り組むことが望

まれます。 

 ⽤語： 

・アドボカシー − 政治的、経済的、社会的なシステムや制度における決定に影響を与える

ことを⽬的とした、個⼈またはグループによる活動や運動のことを⾔います。 

 

 

解説執筆者：⾼津⽟枝・原⽥さとみ 
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本基準の策定は、エシカル基準策定ワーキンググループ(WG)の以下のメンバーによって策

定されました。 

なお、メンバーはいずれも個⼈の⽴場として関与しており、本基準が各⼈の所属団体の考え

等を代表するものではありません。 

 

エシカル基準策定 WG メンバー⼀覧 

⾜⽴ 直樹* 株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役 

⽣駒 芳⼦*   ファッション・ジャーナリスト、内閣府・消費者委員会委員 

薄⽻ 美江* 株式会社エムシープラニング 代表取締役 

岡⽥ 千尋* NPO 法⼈アニマルライツセンター 代表理事 

島⽥ 広*  島⽥法律事務所 弁護⼠ 

⽩⿃ 和彦* 武蔵野⼤学 ⼯学部環境システム学科 特任教授 

⾼津 ⽟枝   株式会社福市（Love&sense）代表取締役 

⽥柳 優⼦          特定⾮営利活動法⼈ ACE 

中島 佳織  認定 NPO 法⼈フェアトレード・ラベル・ジャパン シニアディレクター 

中原 秀樹* 地球環境戦略研究機関 シニアフェロー 

⻄原 智昭  星槎⼤学 共⽣科学部 特任教授 

原⽥ さとみ* ⼀般社団法⼈ ⽇本フェアトレード・フォーラム代表理事 

細⽥ 琢  トヨタ・コニック・プロ株式会社 

⼭⼝ 真奈美* ⼀般社団法⼈ ⽇本サステナブル・ラベル協会 代表理事 

⼭本 良⼀* 東京⼤学 名誉教授 

渡辺 ⿓也* 東京経済⼤学 現代法学部 教授 

（五⼗⾳順、*印は、JEI 理事） 

 エシカル基準策定ワーキング WG 事務局 

中嶋 ⿇喜  株式会社 FEM 

編集 

岡瀬 由加理    株式会社アートダイナミクス 
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